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改訂のポイント 

 

１ 改訂の要因 

 

   2018年（平成 30年）3月に、国立社会保障・人口問題研究所から「日本の地域別将

来推計人口」が公表されました。 

   この推計は、2015年（平成 27年）の国勢調査を基に、2015年（平成 27年）10月 1

日から 2045年（令和 27年）までの 30年間（5年毎）の男女年齢（5歳）階級別の将

来人口となっております。 

   今回公表された 2060年（令和 42年）の当町の人口は、3,719人と推計されており、

「板柳町人口ビジョン」に掲げる 2060年（令和 42年）目標値の 8,710人と比べると、

4,991人減となっています。 

   このことから、改めて当町の人口の現状把握及び人口に関する認識並びに、今後の

目指すべき将来の方向を町民と共有するため、次のとおり改定を行ったものです。 

 

２ 改訂内容 

   次の項目の数値を追加又は改定した。  

(1)  総人口の推移、年齢別 3 区分別人口は、2015 年を追加。 

(2)  人口ピラミッドは、2015 年に改定。 

(3)  自然動態、社会動態は、2014～2019 年を追加。  

(4)  総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響は、2014～2019 年を

追加。 

(5)  合計特殊出生率は、2014～2018 年を追加。 

(6)  人口移動（男性）、人口移動（女性）は、2010 年→2015 年を追加。 

(7)  転入・転出（男性）、転入・転出（女性）は、2013 年を 2018 年に改訂。 

(8)  県内の主な転入先・転出先、地域ブロック別転入先・転出先は、2013 年を

2018 年に改訂。 

(9)  婚姻、離婚は 2014～2018 年を追加。 

(10) 未婚率（男性）、未婚率（女性）は平成２７年を追加。 

(11) 平均寿命は、平成 25 年を追加。 

(12) 産業別就業者、産業別就業者構成比は、2010 年を 2015 年に改訂。 

(13) 年齢別産業別就業者は、2010 年を 2015 年に改訂。 

(14) 事業所数及び従業員数は 2012 年、2014 年、2016 年を追加。 

(15) 総人口の推計は、2018 年（平成 30 年）３月公表の人口数値に改訂。 

(16) 地区別人口推計は 2026 年から 2030 年を追加。 

(17) 人口の減少段階は、2018 年（平成 30 年）３月公表の人口数値に改訂。 



 

(18) 自然増減、社会増減の影響度は、2018 年（平成 30 年）３月公表の人口数

値を基に、2040 年を 2045 年に改訂。 

(19) 人口構造（2040 年）は、2018 年（平成 30 年）３月公表の人口数値を基に、

2010 年→2040 年を 2015→2045 年に改訂。 

(20) 老年人口は比率の変化は、2018 年（平成 30 年）３月公表の人口数値を基

に改訂。 

(21) 目標人口は 2060 年の目標人口を改訂。 

(22) 板柳町が目指す人口の長期的な見通し、板柳町が目指す高齢化率の長期的

な見通しは、2018 年（平成 30 年）３月公表の人口数値を基に改訂。 

(23) 年齢３区分別人口の将来展望は、2018 年（平成 30 年）３月公表の人口数

値に改訂。 
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第１章 はじめに                            

１ 板柳町人口ビジョンの位置づけ 

 

  町では、平成23年4月に策定した板柳町長期振興計画「りんごの里プラン２０２０」

の全体目標として掲げた「日本一のりんごの里づくり」に向けて、「まちの宝・子ども

たちを守るしくみづくり」「額に汗して働く暮らしを守るしくみづくり」「かけがえの

ない健康といのちを守るしくみづくり」を重点課題として取り組んでいるところです。 

こうした中、国においては、平成 26年 12月に「まち・ひと・しごと創生法」を制

定し、同年 12月には、人口の現状と将来の展望を提示する「まち・ひと・しごと創生

長期ビジョン」（以下「国の第１期長期ビジョン」という。）と今後５か年の政府の施

策の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「国の第１期総合戦略」

という。）を閣議決定しました。 

これを受け、町における人口の現状と、将来の展望を提示する「板柳町人口ビジョ

ン」及び「板柳町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

  国の第１期ビジョン及び第１期総合戦略の策定から４年余りが経過し、国においては、

第２期における「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」（以下「国の第２期総合戦略」という。）の策定に向け、有識者会議等で議

論を進めています。 

  令和元年６月２１日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」にお

ける「第２期に向けての基本的な考え方」においても「『長期ビジョン』の下に今後５年

間の基本目標や施策を総合戦略に掲げて実行する現行の枠組みを引き続き維持し、第２

期『総合戦略』を策定し、地方創生の一層の充実・強化に取り組んで行く」ことが明記

されています。 

板柳町においても、2014年以降の状況変化等も踏まえて、次期「板柳町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の策定及び「板柳町人口ビジョン」の改訂を行う必要があると

考えるところ、令和元年６月２１日付け次期「都道府県まち・ひと・しごと創生総合

戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について（通知）」を踏まえ、

人口の現状分析と将来展望を行い、「りんごの里板柳」の更なる推進を図るため、人口

減少をめぐる課題について町民と認識を共有し、共に取り組んでいくための情報を提

供するものです。 

 

２ 板柳町人口ビジョンの対象期間 

 

「板柳町人口ビジョン」の対象期間は、国及び県の長期ビジョンの期間に合わせ、

令和 42（2060）年までとします。 
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第２章 現状分析                            

１ 人口動態 

（１）総人口の推移 

 

町の総人口は、1955 年をピークに減少傾向で推移し、2015 年には、13,935 人とな

っています。 

年齢３区分別人口をみると、1980年以降一貫して、年少人口、生産年齢人口は減少

し、高齢者人口は増加していることから、今後もこの傾向が続くと思われます。 

 

■総人口の推移 

 
※1920年～1950年は旧板柳町、沿川村、小阿弥村、畑岡村の合計値 

 

■年齢３区分別人口 

 
資料：国勢調査 
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（２）人口構成 

 

町の人口構成を人口ピラミッドでみると、年少人口の減少と高齢者人口の増加が反

映された「つぼ型」となっています。また、団塊の世代（戦後のベビーブームに誕生

した、昭和 22年～昭和 24年生まれの方）が中高年に差し掛かり、今後の高齢者人口

の増加がうかがえます。 

 

■人口ピラミッド 

 

２０１５年国勢調査（１３，９３５人） 

 
資料：国勢調査（2015 年） 

  



- 4 - 

 

 

（３）自然動態・社会動態 

 

出生数と死亡数の推移をみると、2010年以降、常に死亡数が出生数を上回り、2019

年の自然増減数は、▲164人となっています。 

また、転入数と転出数の推移をみても、常に転出数が転入数を上回り、社会増減は

マイナスで推移しています。 

 

■自然動態 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 

 

■社会動態 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 
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（４）自然増減・社会増減の影響 

 

自然増減と社会増減は、近年、常に自然減、社会減となっており、ともに▲120 人

前後で推移し、増減の大きな変化はみられない状況となっています。 

 

■総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」 
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（５）合計特殊出生率の推移 

 

合計特殊出生率は、全国平均、県平均より低い値で推移し、2018 年では 1.18 とな

っており、国民希望出生率や人口置換水準を下回っている状況にあります。 

 

■合計特殊出生率 

 

 

資料：県・全国「厚生労働省人口動態統計」、町「健康推進課調べ」 

 

※合計特殊出生率・・・一人の女性が一生の間に産むとされる子どもの数を表す数値 

※国民希望出生率・・・1.8  国民（若い世代）の結婚や子育ての希望が叶った場合の出生率を表す数値 

※人口置換水準・・・2.07 長期的に人口を維持するために必要な女性が産む子どもの数を表す数値 
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（６）人口移動の状況 

 

年齢別人口移動の状況は、男性、女性ともに 15～19 歳→20～24 歳の人口減少が著

しく、進学や就職によるところが大きいと考えられます。 

また、男性、女性ともに 50歳代、60歳代の転入超過がみられます。 

 

■人口移動（男性） 

 

 

■人口移動（女性） 

 

 

資料：国勢調査 
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（７）転入・転出の状況 

 

転入・転出は、男女ともに 10歳代後半から 20歳代の転出が多く、15～19歳の転出

超過が最大となっています。 

 

■転入・転出（男性） 

 

 

■転入・転出（女性） 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告（2018年） 
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（８）転入・転出の相手先 

 

県内市町村で、板柳町への転入が最も多いのは、弘前市となっており、次いで五所

川原市、青森市、つがる市、鶴田町、黒石市の順となっています。 

県内市町村で、板柳町からの転出が最も多いのは、弘前市となっており、次いで青

森市、五所川原市、鶴田町、藤崎町、つがる市の順となっています。 

また、地域ブロック別では、転入、転出ともに東北が多く、次いで東京圏となって

おり、ほとんどの地域で転出超過となっています。 

 

■県内の主な転入元・転出先 

 

 

■地域ブロック別転入元・転出先              （単位：人） 

 
 

資料：住民基本台帳人口移動報告（2018年）  

人数 人数

45 68
34 31
32 19
17 13
10 12
6 8
4 6
4 4
3 3
3 3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

七 戸 町
六 カ 所 村

平 内 町
大 鰐 町
田 舎 館 村
中 泊 町

十 和 田 市
む つ 市

鰺 ヶ 沢 町 む つ 市
八 戸 市

野 辺 地 町 黒 石 市
平 川 市 三 沢 市

黒 石 市 つ が る 市
藤 崎 町 八 戸 市

つ が る 市 鶴 田 町
鶴 田 町 藤 崎 町

五 所 川 原 市 青 森 市
青 森 市 五 所 川 原 市

転入前の市町村 転出後の市町村

弘 前 市 弘 前 市
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（９）婚姻・離婚の状況 

 

婚姻件数は、毎年 50～60件程度で推移しています。 

一方、離婚件数は、2017 年に減少しましたが、全体的には毎年 30 件程度で推移し

ています。 

 

■婚姻・離婚 

 
資料：県健康福祉部「人口動態統計(確定数)」（各年 10 月 1 日現在） 
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（10）未婚率の状況 

 

未婚率は、男女ともに全ての年齢区分層において上昇がみられます。 

男性では、平成 17 年以降 30～34 歳の未婚率が上昇し、女性では、平成 17 年以降

20～24歳の未婚率が上昇しています。 

 

■未婚率（男性） 

 

 

■未婚率（女性） 

 
                                  資料：国勢調査  
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（11）平均寿命の状況 

 

平均寿命は、男性は年々上昇し、女性は平成 22年まで上昇し平成 25年には下降に

転じており、平成 25年では男性、女性ともに県平均を下回り、男性で 78.5歳、女性

で 85.4歳となっています。 

 

■平均寿命 

 

                                資料：「厚生労働省」生命表
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（12）産業別就業者の状況 

 

産業別就業者数は、第１次産業が減少傾向で推移し、第２次産業は 2000年までは増

加傾向で推移していましたが、それ以降は減少しています。また、第３次産業は増加

傾向で推移しています。 

2000年までは、第１次産業従事者が最も多い状況でしたが、2005年以降は第１次産

業従事者よりも第３次産業従事者が多くなっています。 

 

 

■産業別就業者 

 

 

■産業別就業者構成比 

 
                   資料：国勢調査（2015年）  
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（13）年齢別産業別就業者の状況 

 

年齢別産業別の就業者の状況は、最も従事者が多い農業、林業では、60歳以上が 60％

以上を占め、従事者の高齢化がみられます。 

また、次に従事者が多い、卸売業、小売業は年齢の偏りがなく、幅広い年齢層が従

事しています。 

 

■年齢別産業別就業者 

 
                                 資料：国勢調査（2015 年）  
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（14）事業所数及び従業員数の推移 

 

町の事業所数は、減少傾向で推移し、2016年には 554事業所となっています。 

また、従業員数は、1996年までは増加していましたが、それ以降減少に転じ、2016

年では、3,301人となっています。 

 

■事業所数及び従業員数 

 

                      資料：1986年～2006年 事業所・企業統計調査 

                         2009年～2016年 経済センサス基礎調査  
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２ 人口推計 

 

（１）総人口の推計 

 

①国立社会保障・人口問題研究所推計準拠 

 

・主に平成 22（2010）年から 27（2015）年の国勢調査を基に人口の動向を勘案し

将来の人口を推計 

・全国の移動率は、足元の傾向続くと仮定した推計 

 

国立社会保障・人口問題研究所推計によると、2015 年に 13,935 人であった総

人口は、2060年では 10,216人減少し、3,719人と見込まれます。 

 

②シミュレーション１（①＋合計特殊出生率上昇） 

 

・①の推計をベースに、合計特殊出生率が令和 12（2030）年までに、人口置換水

準程度（2.1程度）まで上昇すると仮定した推計 

 

国立社会保障・人口問題研究所推計を基にした合計特殊出生率の上昇を見込ん

だ人口推計では、2015年に 13,935人であった総人口は、2060年では 9,652人減

少し、4,283人と見込まれます。 

人口の減少が 9,652人となっており、国立社会保障・人口問題研究所推計と比

較して、564人程度人口減少が抑えられます。 

 

③シミュレーション２（①＋合計特殊出生率上昇＋社会増減無し） 

 

・①の推計をベースに、合計特殊出生率が令和 12（2030）年までに、人口置換水

準程度（2.1 程度）まで上昇し、かつ人口移動がゼロ（均衡）で推移すると仮

定した推計 

 

国立社会保障・人口問題研究所推計を基にした合計特殊出生率の上昇かつ人口

移動がゼロで推移すると見込んだ人口推計では、2015 年に 13,935 人であった総

人口は、2060年では 4,777人減少し、9,158人と見込まれます。 

人口の減少が 4,777人となっており、国立社会保障・人口問題研究所推計と比

較して、5,439人程度人口減少が抑えられます。 
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■総人口の推計                          （単位：人） 

 
 

 

  

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

①国立社会保障・人口問題研究所 13,935 12,565 11,216 9,916 8,691 7,522 6,424 5,426 4,524 3,719

②シミュレーション１
（①＋合計特殊出生率上昇）

13,935 12,623 11,385 10,229 9,120 8,022 6,961 5,975 5,080 4,283

③シミュレーション２
（①＋合計特殊出生率上昇＋社会増減無し）

13,935 13,218 12,529 11,922 11,357 10,815 10,335 9,893 9,492 9,158



- 18 - 

 

 

（２）地区別人口推計 

 

①旧板柳地区 

（川端町・仲町・表町・博労町・大町・田中錦町・東雲町・実町・栄町・大蔵町・常

盤町・三千石・赤田・掛落林・小幡・石野・野中・広栄町・双葉町・文京町・いた

や町） 

 

旧板柳地区の人口は、減少傾向で推移し、2019年 10月 1日現在では、7,680人と

なっています。年齢３区分別人口では、年少人口、生産年齢人口、高齢者人口とも

減少傾向で推移しています。年齢３区分別人口割合は、年少人口割合、生産年齢人

口割合は減少し、高齢者人口割合（高齢化率）の増加がみられ、2019 年 10 月 1 日

現在では、年少人口割合 9.9％、生産年齢人口割合 54.3％、高齢者人口割合 35.8％

となっています。 

また、2016 年から 2019 年の住民基本台帳を基に、将来人口をコーホート変化率

法により推計すると、減少傾向で推移し、2030年の人口は 5,801人と予測されます。   

年齢３区分別人口割合では、高齢者人口割合の増加が顕著にみられます。 

 

■旧板柳地区人口推計 

 

 

 

※2016年～2019年は、実績人口（住民基本台帳 各年 10 月 1日現在） 

                2020年～2030年は、コーホート変化率法による推計人口 
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②畑岡地区 

（飯田・横沢・太長・深味） 

 

畑岡地区の人口は、横ばい傾向で推移し、2019年 10月 1日現在では、1,817人と

なっています。年齢３区分別人口では、年少人口、高齢者人口は減少傾向で推移し、

生産年齢人口は増加傾向で推移しています。年齢３区分別人口割合は、年少人口割

合、高齢者人口割合（高齢化率）は減少し、生産年齢人口割合の増加がみられ、2019

年 10月 1日現在では、年少人口割合 8.9％、生産年齢人口割合 56.6％、高齢者人口

割合 34.6％となっています。 

また、2016 年から 2019 年の住民基本台帳を基に、将来人口をコーホート変化率

法により推計すると、横ばい傾向で推移し、2030年の人口は 1,839人と予測されま

す。 

年齢３区分別人口割合では、2021年以降、年少人口割合及び高齢者人口割合は減

少傾向、生産年齢人口割合の増加がにみられます。 

 

■畑岡地区人口推計 

 

 

 

※2016年～2019年は、実績人口（住民基本台帳 各年 10 月 1日現在） 

                2020年～2030年は、コーホート変化率法による推計人口 
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③小阿弥地区 

（大俵・日新・五幾形・狐森・高増・柏木・牡丹森） 

 

小阿弥地区の人口は、減少傾向で推移し、2019年 10月 1日現在では、2,248人と

なっています。年齢３区分別人口では、年少人口、生産年齢人口、高齢者人口は減

少傾向で推移しています。年齢３区分別人口割合は、年少人口割合、生産年齢人口

割合、高齢者人口割合（高齢化率）とも横ばいで推移し、2019 年 10 月 1 日現在で

は、年少人口割合 9.8％、生産年齢人口割合 52.1％、高齢者人口割合 38.1％となっ

ています。 

また、2016 年から 2019 年の住民基本台帳を基に、将来人口をコーホート変化率

法により推計すると、減少傾向で推移し、2030年の人口は 1,703人と予測されます。 

年齢３区分別人口割合では、2020年以降３区分とも横ばい傾向の推移が続きます。 

 

■小阿弥地区人口推計 

 

 

 

※2016年～2019年は、実績人口（住民基本台帳 各年 10 月 1日現在） 

                2020年～2030年は、コーホート変化率法による推計人口 
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④沿川地区 

（滝井・館野越・上常海橋・萢子・下常海橋・沖・夕顔関・五林平・四ッ谷） 

 

沿川地区の人口は、減少傾向で推移し、2019年 10月 1日現在では、1,771人とな

っています。年齢３区分別人口では、年少人口、生産年齢人口、高齢者人口とも減

少傾向で推移しています。年齢３区分別人口割合は、年少人口割合は減少し、生産

年齢人口割合は横ばい、高齢者人口割合（高齢化率）の増加がみられ、2019 年 10

月 1日現在では、年少人口割合 7.9％、生産年齢人口割合 54.2％、高齢者人口割合

37.9％となっています。 

また、2016 年から 2019 年の住民基本台帳を基に、将来人口をコーホート変化率

法により推計すると、減少傾向で推移し、2030年の人口は 1,424人と予測されます。 

年齢３区分別人口割合では、高齢者人口割合の増加が顕著にみられます。 

 

■沿川地区人口推計 

 

 

 

※2016年～2019年は、実績人口（住民基本台帳 各年 10 月 1日現在） 

                2020年～2030年は、コーホート変化率法による推計人口 
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（３）人口減少の段階 

 

人口減少は、一般的に「第１段階：老年人口の増加、年少人口・生産年齢人口の減

少」、「第２段階：老年人口の現状維持・微減、年少人口・生産年齢人口の減少」、「第

３段階：年少人口・生産年齢人口・老年人口の減少」の３つの段階を経て進行すると

されています。 

①国立社会保障・人口問題研究所推計準拠では、現在第１段階にあり、10年後の 2030

年には第３段階に到達すると見込まれます。 

 

さらに、年少人口においては、2030年には半減し、2060年には現在の約 2割になる 

と見込まれます。 

また、2035年には生産年齢人口が半減し、2060年には総人口が現在の約 2割になる

と見込まれます。 

 

■人口の減少段階 

 

 

※2015年の人口を 100 として、各年の人口を指数化 
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（４）自然増減・社会増減の影響度 

 

① 国立社会保障・人口問題研究所推計準拠と②シミュレーション１及び③シミュレ

ーション２を使って、2045 年における自然増減・社会増減の影響度を測ると、

自然増減の影響度が３、社会増減の影響度が５と算定されます。よって、自然増

減に関係する出生率の上昇を図る施策を推進することで 5～10％程度、社会増減

に関する定住対策などにより、30％以上、①国立社会保障・人口問題研究所推計

準拠による人口推計より将来の人口が多くなる効果を得ることができます。 

 

■自然増減、社会増減の影響度 

 
自然増減の影響度：②シミュレーション１の令和 27（2045）年総人口／①国立社会保障・人口問題

研究所推計準拠の総人口の数値に応じて、以下の 5 段階に整理。「１」＝100%未

満、「２」＝100～105%、「３」＝105～110%、「４」＝110～115%、「５」＝115%以

上 

社会増減の影響度：③シミュレーション２の総人口／③シミュレーション１の総人口の数値に応じて、

以下の 5 段階に整理。「１」＝100%未満、「２」＝100～110%、「３」＝110～120%、

「４」＝120～130%、「５」＝130%以上。  

1 2 3 4 5 総計

1

2.5%

2

5.0%

8

20.0%

13

32.5%

16

40.0%

7 29 4 40

17.5% 72.5% 10.0% 100.0%

3

八戸市、十和田

市、むつ市、平川

市、藤崎町、横浜

町、 

青森市、階上

町

自然増減の影響度(2045年)

社

会

増

減

の

影

響

度

（

2

0

4

5

年

）

1 六戸町

2 おいらせ町 弘前市 

総計

5
つがる市、東

通村

平内町、今別町、

外ヶ浜町、鰺ヶ沢

町、深浦町、西目

屋村、板柳町、中

泊町、大間町、風

間浦村、佐井村、

三戸町 、田子町

大鰐町

4

三沢市、蓬田

村、六カ所

村、新郷村

黒石市、五所川原

市、田舎館村、鶴

田町、野辺地町、

七戸町、東北町、

五戸町、南部町 
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（５）人口構造 

 

2045年の人口構造を年齢３区分でみると、0－14歳人口では、①国立社会保障・人

口問題研究所推計準拠の▲46.2％と比較して、②シミュレーション１では減少率が▲

57.5％と小さくなり、③シミュレーション２においては▲10.9％とさらに小さくなり

ます。 

15－64歳人口では、①国立社会保障・人口問題研究所推計準拠の▲72.7％と比較し

て、②シミュレーション１では、減少率が▲70.4％と小さくなり、③シミュレーショ

ン２においては、▲44.0％とさらに小さくなります。 

65 歳以上では、①国立社会保障・人口問題研究所推計準拠の▲20.7％と比較して、

②シミュレーション１では、減少率が▲20.7％と同率ですが、③シミュレーション２

においては、▲23.3％と若干ではありますが小さくなります。 

また、20－39歳女性人口では、①国立社会保障・人口問題研究所推計準拠の 

▲81.0％と比較して、②シミュレーション１では、減少率が▲78.2％と小さくなり、

③シミュレーション２においては、▲41.0％とさらに小さくなります。 

 

■人口構造（2045年）                     （単位：人） 

 

 

  

うち0-4歳
人口

2015年 現状値 13,935 1,492 403 7,701 4,742 1,153

①国立社会保障・人口問題研究所準拠 6,424 419 106 2,453 3,553 284

②シミュレーション１ 6,961 747 204 2,661 3,553 326

③シミュレーション２ 10,335 1,566 522 5,035 3,434 882

うち0-4歳
人口

①国立社会保障・人口問題研究所準拠 -57.8% -76.2% -76.4% -72.7% -20.7% -81.0%

②シミュレーション１ -54.3% -57.5% -54.7% -70.4% -20.7% -78.2%

③シミュレーション２ -32.1% -10.9% 16.0% -44.0% -23.3% -41.0%

2015年
→2045年
増減率

20-39歳
女性人口

2045年

総人口

0-14歳人口
15-64歳
人口

65歳以上
人口

20-39歳
女性人口

総人口

0-14歳人口
15-64歳
人口

65歳以上
人口
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（６）老年人口比率の変化 

 

① 国立社会保障・人口問題研究所推計準拠の人口推計では、老年人口比率が 2060 

年まで上昇を続けますが、②シミュレーション１では老年人口比率のピークが 2055

年の 53.7％となり、その後低下を続けることから、人口構造の高齢化抑制効果がみら

れます。 

また、③シミュレーション２においては、老年人口比率のピークが 2030年の 37.6％

となり、その後低下を続けることから、②シミュレーション１より人口構造の高齢化

抑制効果が現れるのが早く、その効果も②シミュレーション１より高いことがわかり

ます。 

 

 

■老年人口比率の変化 
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３ 現状及び課題の整理 

 

●日本における人口減少社会が始まったのは、2008年と言われていますが、町では

1955年以降、人口減少が進行しています。 

●人口構成を人口ピラミッドでみると、年少人口の減少と高齢者人口の増加が反映

された「つぼ型」となっています。 

●自然動態は、常に死亡数が出生数を上回り、自然増減数はマイナスの状況が続い

ています。 

●社会動態は、常に転出数が転入数を上回り、社会増減数はマイナスの状況が続い

ています。 

●合計特殊出生率は、全国平均、県平均より低い値で推移し、国民希望出生率や人

口置換水準を下回っています。 

●人口移動の状況は、男性、女性ともに 15～19歳→20～24歳の人口減少が著しく、

進学や就職によるところが大きいと考えられます。また、男性、女性ともに 50歳

代、60 歳代の転入超過がみられますが、20 歳代、30 歳代のＵターン就職等に伴

う人口増加はみられない状況にあります。 

●転入・転出先は、近隣市町村が多くなっています。 

●婚姻数・離婚数に大きな変化はみられませんが、未婚率の上昇傾向がみられます。 

●第１次産業の従事者の減少が著しく、産業構造の変化がみられます。 

●産業では、農業・林業に高齢者が多く、従事者の高齢化が進行しています。 

●町の事業所数は減少し続けています。 

●2040 年における自然増減・社会増減の影響度を測ると、自然増減の影響度が４、

社会増減の影響度が３となっており、町においては自然増減に関係する影響が大

きいと算定されています。 

●人口減少は、現在「第１段階」にあり、推計によると 2020年に「第２段階」へ移

行し、2030年には「第３段階」に達すると見込まれています。 

●対策が講じられなければ、高齢化率は 2060年まで上昇を続けます。 

   ●2030年には年少人口が半減し、2060年には現在の約 2 割になると見込まれます。 

●2035年には生産年齢人口が半減し、2060年には総人口が現在の約 2割になると見

込まれます。  
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第３章 将来展望                            

１ 今後の基本的視点 

（１）人口減少克服は当町の最重要課題 

現在のまま人口減少が進めば、2035年には生産年齢人口が半減し、2060年には総人 

口が現在の約 2割になると見込まれ、町の持続可能性が懸念されます。 

こういった厳しい状況の中で、町が人口問題に対応し、将来にわたって人口規模を

維持していくためには、出生率の向上や寿命の延伸による自然動態の改善と、移住・

定住人口の増加による社会動態の改善を図り、人口減少に歯止めをかけることが必要

です。 

人口減少に歯止めがかかると、人口の規模および構造が安定するだけでなく、高齢

化率が年々下がっていく「若返りの時期」を迎え、若い世代の労働者が増えることに

よって、町の経済成長につながります。 

また、高齢者が健康で、生涯にわたっていきいきと生活していくことができるよう

「健康寿命の延伸」を図ることで、高齢化問題の解決にもつながります。 

 

（２）首都圏在住者の移住に関する課題 

近年、町の社会増減は、毎年 100人前後のマイナスが続き、男性、女性ともに 10

歳代後半から 20歳代の転出が多く、15～19歳の転出超過が最大となっています。 

この社会減は、若年者が進学や就職を機に首都圏や県外、他市町村へ転出してい

ることが主な要因と考えられます。 

進学や就職などによる一定の転出はやむを得ないため、Ｕターンで戻ってくる人

たちのための環境づくりや魅力ある町づくりを進め社会減の抑制を図る必要があり

ます。 

また、町の魅力を積極的に発信し、首都圏等の人材の移住を促進する必要があり

ます。 

 

（３）町民の結婚・妊娠・出産・子育てに関する課題 

近年、町の自然増減は、毎年 130人前後のマイナスで推移していましたが、2019

年には出生数が 70人を下回った上に死亡数が多かったため、自然増減は、マイナス

164人となりました。 

自然減の主な要因は、未婚化や晩婚化、子育てにかかる経済的負担の不安から出

生数が減少し、合計特殊出生率が低水準で推移していることや、人口構造の高齢化

によって死亡数が高水準で推移していることがあげられます。 

結婚適齢期の独身男女の出会いの場を創出するなど、未婚・晩婚化対策の取り組

みや子育て世帯への経済的支援の充実が必要です。 
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（４）町民の健康長寿に関する課題 

   高齢化が進むことによって、今後の要支援・要介護認定者の増加も見込まれるこ

とから、将来を見据えた高齢者の健康づくりに向け、若い頃からの生活習慣の改善

や高齢者の介護予防等による寿命の延伸に向けた取り組みが必要になります。 

 

（５）目指すべき将来の方向 

こうした課題を踏まえ、人口減少を克服するために当町が目指すべき将来の方向と

して、次の３つの方向性を定めます。 

 

①未来につなげる産業づくり 

 

町外への転出の抑制や町外からの移住を進めるため、生活の基盤となるしごとづ

くりとして、町の基幹産業である農業への就農促進や商工業の振興を図ります。 

 

②健康で子どもを育むまちづくり 

 

町民寿命の延伸による人口減少スピードの抑制を図るため、町民一人ひとりの

健やかな暮らしや、スポーツを通じた健康づくりなどを促進します。 

また、町の宝「子ども」たちが、町で生まれ、希望を持って成長し、その希望の

実現するための環境づくりや、若い世代の結婚、妊娠・出産・子育てなどを支援し

ていきます。 

 

③住みたいと思えるまちづくり 

 

首都圏等の人材の受け入れや若い世代の定着を図るため、魅力ある生活環境づ

くりや人にやさしい社会環境づくりを進めます。 
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２ 人口の将来展望 

 

（１）総人口 

目指すべき将来の方向を踏まえ、町の将来人口を展望します。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計では 2060年の町の人口は 3,719人と 2015年

比で 7割程度の減少が見込まれますが、人口減少に歯止めをかけるための対策により

人口減少を４割程度にとどめて、2060年の人口を 5,226人とすることを目標とします。 

また、人口構造の若返りによって、高齢化率が 2035年をピークに減少傾向で推移し

2060年では 44.6％程度に抑えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜仮定＞ 

① 町の合計特殊出生率は、2019年現在 1.19となっていますが、国の長期ビジョ

ン（2019年 12月 20日閣議決定）及び県の長期ビジョンと同様、2030年に 1.8

（国民希望出生率）、2040年に 2.07（人口置換水準）まで上昇し、以後維持す

る。 

② 町の社会増減は、2020年以降に社会減が縮小し始め、2045年に移動均衡に達  

する。 

  

2015年 

13,935人 

2060年 

5,226人 

 

 目標人口 
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■板柳町が目指す人口の長期的な見通し 

 

 

■板柳町が目指す高齢化率の長期的な見通し 
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（２）年齢３区分別人口 

 

総人口の推計結果を年齢３区分別にみると、年少人口は 2055年まで減少を続けます

が、2060 年は増加に転じ 660 人となります。しかし、年少人口割合でみると、2035

年以降上昇傾向となり 2060年では 12.7％となります。 

生産年齢人口は、2060年まで減少を続けます。生産年齢人口割合は、2050年まで減

少し続け、それ以降上昇に転じ、2060年は 42.7％となります。 

老年人口は、2020年まで増加し、それ以降は減少に転じ、2060年では 2,332人とな 

ります。老年人口割合は、2045年まで増加し、それ以降は減少に転じ、2060年では

44.6％程度に抑えられます。 

 

■年齢３区分別人口の将来展望 

 

 

 


